
令和７年６月２８日(土)
１３：００ー１６：００ ※事前予約制

１３：００～１４：００ 空き家セミナー
山梨県宅地建物取引業協会より講師をお迎えし、空き家所有者向けに、無料セミナーを開催します。
表題：(仮）空き家の現状と有効活用について

１４：００～１６：００ 空き家所有者向け個別相談会
北杜市職員による空き家バンク制度の説明のほか、市内の不動産会社で構成される空き家バン
ク協力会による物件相談、司法書士による空き家の相続に関する相談、解体費用のシミュレー
ションなど。
※セミナーを受けていただいた方を優先的にご案内します。
相談時間は３０分程度です。来場者数によってはお待ちいただく場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

会 場 ：北杜市長坂総合支所２階大会議室(北杜市長坂町長坂上条2575-19)
対象者 ：市内にある空き家または空き家となる可能性がある建物の所有者・親族
持ち物 ：【空き家バンクへ登録したい方】

本人確認書類(運転免許証など)、直近の固定資産税課税明細書、
名寄帳、固定資産税評価通知書
【物件相談したい方】
登記簿、物件の写真

申込み ：下記QRコード、電話、メール、FAXよりお申し込みください。

セミナー

相 談 会

参加費無料
定員：15組

【問い合わせ先】
北杜市ふるさと納税課シティプロモーション担当
TEL:0551-42-1324／FAX：0551-42-1127
E-mail：hokuto.iju@city.hokuto.yamanashi.jp
電話・メール・ＦＡＸでのお申し込みは裏面へ
↓

【申込QRコード】

お越しいただいた方に
ノベルティをプレゼント！



申込書
(電話・FAX・メール申込用)

【留意事項】
・北杜市空き家所有者向け相談会に関して、誹謗中傷や不当な批判とみられるネットや

SNSへの書き込みを固く禁じます。
・個人情報流出と録音・録画の悪用を防ぐため、セミナー及び相談会中の録音・録画はお断り

します。

【個人情報の取り扱いについて】
ご提供いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づいて適切に管理し、
北杜市空き家バンク制度に関する情報提供活動以外には使用いたしません。

【相談会の開催日以外の日も、空き家バンク登録の相談ができます】
空き家の売却・賃貸等の利活用については、北杜市企画部ふるさと納税課
シティプロモーション担当にて市職員が相談に対応します。
※平日8:30-17:15(土日・祝日、年末年始は除く)

2.ご相談の空き家物件について

1.相談者様(物件所有者様)について

TEL:0551-42-1324
FAX:0551-42-1127

ふりがな
参加人数 人氏名

連絡先 電話番号: メールアドレス:

住所 〒

会場までの交通手段
(いずれかに✓)

※会場相談をご希望の方のみ記入してください。
□自車 ・ □電車 ・ □高速バス ・ □その他( )

申込者様と物件所有者様
が

同一でない場合に記入

申込者様の指名: 所有者様との続き柄: 申込者様の電話番号:

空き家所在地 北杜市

築年数
(経過年数) 年 空き家になって

からの年数 年

相談内容

・相談したい項目をお選びください。
□物件相談 ・ □相続に関する相談 ・ □解体費用に関する相談 ・ □その他

( )
・相談内容について、具体的にご記入ください

( )

令和７年 月 日


